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経過報告について 
 

第３回審議会の振り返り 

 

１ 議題 

ア 料金改定率の決定 

第 2回審議会で示した料金改定シミュレーションを基に改定率を決定 

イ 料金算定期間の決定 

ウ 料金改定時期の決定 

エ 総括原価について 

（公社）日本水道協会策定の「水道料金算定要領」に基づいた料金算定の仕

組み 

オ 料金体系（料金表）について 

現在の料金表や県内の事業体の料金（基本水量制、従量料金逓増性、基本料

金と従量料金の比率）を考慮した料金表シミュレーション 1・2 

 

２ 審議結果 

ア 料金改定率の決定 

ケース 2（企業債残高対給水収益比率 650％以下）を選択する。改定率の

13％は可能な限り低減してほしい。 

イ 料金算定期間の決定 

令和 7年度から 11年度までの 5年間とする。 

ウ 料金改定時期の決定 

令和 7年 4月からとする。 

エ 料金表について 

・料金表シミュレーション 2のように、一般家庭への影響が少なくなるよう改

定率に差を設ける。 

・比較的使用料の多い、2世帯住宅や農家にも配慮してほしい。 

 

 

資料 １６ 












